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第 1 章 はじめに                             

 

  1  計画策定の背景・趣旨                     

   

  近年の子どもを取りまく環境は、物が豊かになり便利さの中で生活する一方で、

核家族化や少子化、地域のつながりの希薄化、情報化社会への適応、価値観や生

活様式の多様化、新型コロナウイルス感染症まん延による混乱など、より複雑で

めまぐるしく変化しています。このような中で、子どもの成長や発達に関する悩

みや、子育てに対する孤立感などを感じている保護者が少なくありません。 

   

国は、子どもや子育て、教育、障害などに関する法令等において、発達に支援

が必要な子どもについて特性の早期発見と特性に応じた早期支援の必要性を訴え、

療育・教育・就労といった支援体制の整備、地域社会における共生の実現などを

定めています。 

  

本市においては、平成 28（2016）年 3 月に「那須塩原市発達支援システ

ム」を策定し、発達に支援が必要な出生から 20 歳までの子どもと保護者に対し

て、一貫したつなぐ支援を提供できる仕組みを構築しました。 

平成 31（2019）年 3 月には「第２期那須塩原市発達支援システム推進計

画」を策定し、つなぐ支援を希望する子ども及びその保護者に対し、子どもの自

立や社会参加を目指して、一貫した切れ目のない支援に取り組みました。 

 

  これらを踏まえて、発達支援システムを運用する上で明確になった改善点や新

たな課題を整理し、発達支援システムを必要とする子どもと保護者のニーズに的

確に応えていけるよう、「第３期那須塩原市発達支援システム推進計画」を策定

します。 
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  ２  計画の位置付け                           

  ○ 本計画は、「第２次那須塩原市総合計画」と部門別計画「第２期那須塩原市子

ども・子育て未来プラン」を上位計画とした、発達支援推進のための個別計画で

す。本計画では、各種計画における発達支援の施策について集約し、一元化を図

るとともに、発達支援に対する施策の基本的方向と具体的な施策を明らかにする

ものです。 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３  計画の期間                              

  ○ 令和５（20２3）年度から令和９（2027）年度までの５年間とします。 

    ただし、社会情勢の変化等により、必要に応じて適宜見直しを行います。 

     ＜各計画との計画期間の関係＞ 

R3(2021) R4(2022) R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) R9(2027) 

 第２次那須塩原市総合計画（後期基本計画） 

第２期那須塩原市子ども・子育て未来プラン  

第６期那須塩原市障害福祉計画 

（第２期障害児福祉計画） 
 

 第４期那須塩原市健康いきいき 21 プラン 

 第２期那須塩原市教育振興基本計画 

 第３期那須塩原市生涯学習推進プラン 

第 2 期発達支援システム推進計画 第３期発達支援システム推進計画 

第２次那須塩原市総合計画 

第
３
期
那
須
塩
原
市 

発
達
支
援
シ
ス
テ
ム
推
進
計
画 

第２期那須塩原市子ども・子育て未来プラン 

第２期那須塩原市教育振興基本計画 

第 4 期那須塩原市健康いきいき 

２１プラン 

第 6 期那須塩原市障害福祉計画

（第 2 期障害児福祉計画） 

 児童福祉法 

子ども基本法 

障害者総合支援法 

発達障害者支援法 

学校教育法 

教育機会確保法  等 
第３期那須塩原市生涯学習推進 

プラン 
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 ４  計画の推進体制                             

  ○ 本計画の推進に当たっては、４つの体制を基本に、家庭、地域、保育園・幼稚

園・認定こども園等（以下「園」という。）、学校、医療・療育機関、行政等の

関係機関と連携強化を図り、発達に支援が必要な子どもと保護者に対して、切れ

目のない一貫した支援が提供できるよう様々な施策を計画的・総合的に推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．発達支援アドバイザー 

   那須塩原市発達支援システムの運用について、医療・教育・療育等 

  総合的な指導、助言を得る目的で、発達支援アドバイザーを設置して 

  います。 

   ※ 資料 P.73 参照 

２．発達支援体制協議会 

   早期からの発達支援体制の整備を図る上で、関係機関の代表者か

ら、幅広い意見の聴取を目的として設置しています。 

※ 那須塩原市発達支援体制協議会設置要綱（平成 27年７月１日告示） 

    資料 P.69 参照 

※ 委員名簿 資料 P.73 参照 

３．実務者会議 

   発達支援システムにおける「個別の支援計画」による支援体制の具

体的な取組の充実を図るため、協議会の下部組織として実務者会議を

設置しています。 

※ 那須塩原市発達支援体制協議会設置要綱（平成 27年７月１日告示） 

    資料 P.69 参照 

※ 委員名簿 資料 P.74 参照 

４．庁内関係課会議 

   庁内における保健・医療・福祉・保育・教育及び就労に係る関係課の

連携体制の充実を図るため、協議会の下部組織として庁内関係課会議を

設置しています。 

   ※ 委員名簿 資料 P.74 参照 



第 1章 はじめに 

- 4 - 

 5  計画の進行管理・評価                          

〇 計画の進行管理は、策定・実行・評価・見直しを繰り返す PDCA サイクルの考

えをもとに、計画における各取組の進捗状況について評価し、計画を推進するもの

とします。また、進捗状況の評価は、策定に携わった関係者で構成する「那須塩原

市発達支援体制協議会」などを組織し行います。 

   本計画は、計画の進捗状況などの評価結果により、必要に応じて計画の見直しを

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画の策定） 

切れ目のない一貫した発達

支援を目指し、計画を策定

します。 

 

Do（計画の実行） 

発達支援に関係する機関

が相互に連携し、計画の

推進に取り組みます。 

Action（見直し） 

評価結果を踏まえ、必要

に応じて施策や事業など

の改善点を確認し、各施

策へ反映します。 

 

PDCA サイクル 

による 

計画の進行管理 

Check（評価） 

計画の進捗状況について評

価します。 


